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１ 趣旨 
この実施要領は、次期ごみ処理施設整備に係る総合支援業務（以下「本業務」と

いう。）の委託事業者を選定するにあたり、公募型プロポーザルを実施するため、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 目的 
本業務は、可茂衛生施設利用組合（以下「本組合」という。）が計画している次

期ごみ処理施設を整備するための基本的な諸条件や方針などを取りまとめた計画で

ある施設整備基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するとともに、基本計

画と密接に関連する調査、設計、支援などを総合的に行うことで合理的かつ円滑な

事業推進を図るものであり、専門的な知識・経験に基づく柔軟かつ高度な技術力を

求めることから、プロポーザル方式により本業務に最も適した事業者を選定するこ

とを目的とする。 

 

３ 業務概要 
⑴ 業務名称 

次期ごみ処理施設整備に係る総合支援業務 

⑵ 業務内容 

① 施設整備基本計画策定業務 

② PFI等導入可能性調査業務 

③ 測量業務 

④ 地質調査業務 

⑤ 造成基本設計業務 

⑥ 土地利用計画検討業務 

⑦ 特別高圧接続検討申込支援業務 

⑧ 都市計画決定の変更支援業務 

（詳細は「次期ごみ処理施設整備に係る総合支援業務仕様書」を参照） 

⑶ 委託期間 

契約締結の日から令和12年３月29日まで 

⑷ 発注者 

可茂衛生施設利用組合 管理者 冨田 成輝 

⑸ 担当係（問合せ先・提出場所） 

〒509-0247 岐阜県可児市塩河839番地 

可茂衛生施設利用組合 建設推進室建設推進係 

TEL：0574-65-4111 FAX：0574-65-3571 

E-mail：kensetsusuishin@kamoeisei.jp 

⑹ 委託料の上限額 

150,000,000円以内（消費税及び地方消費税額を含む。） 



 

- 2 - 

 

４ 実施スケジュール 
本プロポーザルのスケジュールは、表１のとおりとする。なお、本組合の都合に

より、予定を変更する場合がある。 

表１ 実施スケジュール 

実施内容 期日等 

公告 令和８年５月８日（金） 

質問書の提出期限 令和８年５月14日（木）午後５時まで 

質問に対する回答期限 令和８年５月20日（水） 

参加表明書等の提出期限 令和８年５月22日（金）午後５時まで 

一次審査（４者以上表明の場合）の実施 令和８年５月27日（水） 

参加資格確認結果・一次審査結果の通知 令和８年５月27日（水） 

現地調査・質問書の提出期限 令和８年６月26日（金）午後５時まで 

企画提案書等の提出期限 令和８年７月９日（木）午後５時まで 

二次審査の実施 令和８年７月下旬予定 

優先交渉権者の決定 令和８年７月下旬予定 

審査結果の通知・公表 令和８年７月下旬予定 

仕様の協議、契約締結 令和８年８月中旬予定 

 

５ 参加資格 
本プロポーザルに参加できる者は法人とし、次の要件を全て満たす者とする。な

お、「14 失格事項」に該当する場合は直ちに参加資格を失うものとし、契約締結

までの間に参加資格を有しなくなった場合も同様とする。 

⑴ 法人に関すること 

① 本社又は営業所等が、本組合管理者の属する可児市の競争入札参加資格者名

簿（測量・建設コンサルタント等）に登録されていること。 

② ①の資格を有しない者にあっては、本プロポーザルの参加を申し込む前に、

可児市の競争入札参加資格審査に申請を行うこと。 

③ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこ

と。 

④ 公告日以後に本組合から指名停止措置を受けている期間がないこと。 

⑤ 公告日以後に可茂衛生施設利用組合が行う契約からの暴力団排除に関する措

置要綱（平成26年訓令甲第２号）に基づく入札参加排除措置を受けている期間

がないこと。 

⑥ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ないこと。 

⑦ 破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産の申立てがなされていないこ
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と。 

⑧ 建設コンサルタント登録規程による建設コンサルタントの「廃棄物部門」に

登録されていること。 

⑨ 過去10年間（平成28年度以降）に、地方公共団体（地方自治法（昭和22年法

律第67号）に規定する一部事務組合を含む。）が発注する、循環型社会形成推

進交付金（以下「循環交付金」という。）を活用したエネルギー回収型廃棄物

処理施設（熱回収施設）及びマテリアルリサイクル推進施設（リサイクルセン

ター）に係る基本計画策定業務を受注し、かつ完了した実績を各１件以上有す

ること。また、それに加えてPFI等導入可能性調査業務を受注し、かつ完了した

実績を１件以上有すること。（参加表明書提出時点において業務が完了してい

るものに限る。） 

⑩ 本プロポーザルへの参加は、原則単体企業とする。共同企業体は本プロポー

ザルへ参加することはできない。 

⑵ 配置技術者に関すること 

別紙「仕様書」に指定する技術者を配置すること。 

 

６ 参加表明の手続き 
⑴ 参加表明の手続きに必要な書類の配布 

① 配布期間 

令和８年５月８日（金）から 

② 配布方法 

本組合ホームページからダウンロードのみ 

専用ページ → https://www.kamoeisei.jp/info/info-info-8235/  

⑵ 質問書の提出及び回答 

本業務に関する質問は、参加表明の予定がある者が、次のとおり行うこと。 

① 質問書の提出期限 

令和８年５月14日（木）午後５時まで 

② 質問書の提出方法 

質問書（様式第１号）に質問内容を簡潔にまとめ、電子メールにより担当係

まで提出すること。また、メールの件名は、「（事業者名）プロポーザル質問

書の送付（第○回）」とし、事業者名と質問の回数が分かるようにすること。

なお、電話、口頭等による質問は一切受け付けない。 

③ 質問に対する回答方法 

回答は、全ての質問を取りまとめたうえで、一括して令和８年５月20日

（水）までに本組合ホームページに掲載する。ただし、質問内容が、参加表明

書などの作成作業を進めるうえで大きな影響を及ぼすと判断されるものは、随

時、本組合ホームページに掲載する。なお、質問のあった事業者名は公開しな

い。 
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⑶ 参加表明書等の提出 

① 提出期限 

令和８年５月22日（金）午後５時まで 

② 提出方法 

「一般書留」、「簡易書留」、「特定記録」、「レターパック」、「持参」

のいずれかの方法により担当係まで提出すること。なお、郵送の場合は、期限

までに到着しなかった場合は失格とし、持参の場合は、土、日、祝日を除く午

前９時から正午及び午後１時から午後５時までとする。 

③ 提出書類 

次の㋐から㋖までの書類（以下「参加表明書等」という。）を提出するこ

と。なお、提出部数は１部とする。 

㋐ 参加表明書（様式第２号） 

㋑ 会社概要調書（様式第３号） 

㋒ 会社業務実績調書（様式第４号） 

㋓ 管理技術者調書（様式第５号） 

㋔ 業務実施体制調書（様式第６号） 

㋕ 暴力団排除に係る誓約書（様式第７号） 

㋖ 建設コンサルタントの「廃棄物部門」への登録が分かる書類（写し等） 

 

７ 現地調査 
企画提案書作成のための現地調査を次のとおり行う。 

⑴  現地調査日時 

令和８年６月１日（月）から令和８年６月26日（金）午後５時まで随時実施 

※土、日、祝日を除く午前９時から正午及び午後１時から午後５時までとす

る。 

⑵ 調査時間 

１事業者あたり60分以内とする。 

⑶ 申込方法 

電子メールにより担当係まで申し込むこと。また、メールの件名は、「（事業

者名）現地調査の申込」とし、本文に現地調査希望日時を第三希望まで記載する

こと。調査日時が決定次第、申込者へ通知する。 

⑷ 現地調査を踏まえた質問 

現地調査中の質問は一切受け付けない。企画提案書などの作成作業を進めるう

えで質問等がある場合は、「６ ⑵ 質問書の提出及び回答」に記載の方法によ

り提出すること。なお、現地調査による質問への回答は、随時、本組合ホームペ

ージに掲載する。 
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８ 審査組織の設置 
本プロポーザルにおける審査及び優先交渉権者（契約候補者）の決定を行うた

め、可茂衛生施設利用組合プロポーザル審査委員会設置条例（令和６年条例第２

号）に基づき、「次期ごみ処理施設整備に係る総合支援業務プロポーザル審査委員

会」（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

 

９ 参加資格の確認及び一次審査の実施 
本組合は、提出された参加表明書等に基づき、参加資格の確認を行う。なお、確

認の結果、参加資格を有する者が４者以上ある場合は、一次審査を行う。 

⑴  審査方法 

参加資格を有する者が４者以上ある場合は、表２の評価項目について審査し、

上位３者を選定する。 

 

表２ 一次審査の項目と配点 

評価項目 評価の視点 配点 

会社概要 雇用の状況、本社又は営業所等の所在地等 ５点 

会社の業務

実績 

過去10年間の基本計画（可燃）注１）の業務実績注６）の件数 ５点 

過去10年間の基本計画（不燃）注２）の業務実績注６）の件数 ５点 

過去10年間の可能性調査注３）の業務実績注６）の件数 ５点 

過去10年間の脱炭素社会注４）の業務実績注６）の件数 ３点 

過去10年間の造成基本設計注５）の業務実績注６）の件数 ２点 

管理技術者

の業務実績 

過去10年間の基本計画（可燃）注１）及び基本計画（不燃）注２）

の業務実績注６）の件数 
５点 

業務の実施

体制 
業務にあたる事業者の実施体制 ５点 

合  計 35点 

注１）基本計画（可燃）とは、循環交付金を活用したエネルギー回収型廃棄物処理施

設（熱回収施設）に係る基本計画策定業務のことをいう。 

注２）基本計画（不燃）とは、循環交付金を活用したマテリアルリサイクル推進施設

（リサイクルセンター）に係る基本計画策定業務のことをいう。 

注３）可能性調査とは、PFI等導入可能性調査業務のことをいう。 

注４）脱炭素社会とは、土地利用における余熱利用計画、再生可能エネルギー導入計

画、バイオマス活用推進計画などをいう。 

注５）造成基本設計とは、山林における造成基本設計のことをいう。 

注６）業務実績とは、平成28年度以降に契約し、参加表明書提出時点において業務が

完了しているもの。 
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⑵  一次審査を行わない場合 

参加資格を有する者が３者以下の場合は、一次審査は行わない。 

⑶  結果通知 

参加資格確認結果及び一次審査結果は、令和８年５月27日（水）までに、本プ

ロポーザルに参加表明をした者全員に電子メールにて通知するとともに、二次審

査の対象となった参加者（以下「参加者」という。）には企画提案書及び見積書

（以下「企画提案書等」という。）の提出を要請する。 

 

10 企画提案書等の作成・提出 
参加者は、別紙「仕様書」と「11 二次審査の実施」表３を確認のうえ、次のと

おり企画提案書等を作成し、提出すること。 

⑴ 企画提案書の作成 

企画提案書に記載する表現については、専門知識を有しない者でも理解できる

よう、専門用語は極力使用せずに分かりやすい内容とすること。なお、やむを得

ず専門用語を使用する場合は、注釈を付けること。 

また、企画提案書については、次の①から③までの書類を提出すること。 

① 企画提案書表紙（様式第８号） 

② 目次（任意様式） 

③ 企画提案書（任意書類） 

企画提案書の作成にあたり、次の㋐から㋔までの事項を踏まえること。 

㋐ 別紙「仕様書」を十分に踏まえた内容とし、後述する「企画提案書で求め

るテーマ」について作成すること。なお、参加者が判別できる名称やロゴマ

ーク、内容から参加者が特定できる表現を使用しないこと。 

㋑ 別紙「仕様書」に記載のない事項であっても、合わせて提案できるものと

する。ただし、これに係る経費については、提出する見積書に記入する価格

に含むものとする。 

㋒ 企画提案書の内容は、委託期間内に履行できる前提の内容を記載するこ

と。 

㋓ 企画提案書は、A4サイズ（A3サイズを使用する場合は、片袖折りするこ

と。）縦型横書き（縦長綴じ）、片面カラー印刷を基本とする。また、企画

提案書は表紙及び目次を除き12ページ以内（A3サイズは２ページとしてカウ

ントする。）とし、ページ番号を付すこと。 

㋔ 企画提案書の本文の文字サイズは10.5ポイント以上を用いること。ただ

し、図表や実施スケジュールなどに用いる場合はこの限りでない。 

【企画提案書で求めるテーマ】 

企画提案書には、次のⒶからⒸまでのテーマについて提案すること。 

Ⓐ 「業務実施体制について」 

  本業務全体における実施体制について提案すること。なお、参加表明時の
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配置予定技術者（様式第６号）は、特別な事情がない限り変更できない。 

Ⓑ 「基本計画策定に対する取組みについて」 

  基本計画の策定に向け、受入品目の追加、土地利用、造成基本設計など本

組合特有課題についての解決策を含め、仕様書で示す策定に向けた手順を考

慮し、合理的に基本計画を策定するための方針と進め方、実施スケジュール

の提案をすること。 

Ⓒ 「造成基本設計に対する取組みについて」 

  仕様書が示す造成基本設計の目的を踏まえ、施工・維持管理コストの低減

を図るための設計に向けた方針と進め方、実施スケジュールの提案をするこ

と。 

⑵ 見積書の作成 

本組合が定める委託料の上限額の範囲内で、別紙「仕様書」及び参加者の提案

を実現するために必要な全ての経費を積算のうえ見積書（様式第９号）に見積金

額を記入のうえ提出すること。なお、見積金額には、消費税及び地方消費税額に

相当する額を含む金額を記入すること。 

⑶ 企画提案書等の提出 

① 提出期限 

令和８年７月９日（木）午後５時まで 

② 提出方法 

「一般書留」、「簡易書留」、「特定記録」、「レターパック」、「持参」

のいずれかの方法により担当係まで提出すること。なお、郵送の場合は、期限

までに到着しなかった場合は失格とし、持参の場合は、土、日、祝日を除く午

前９時から正午及び午後１時から午後５時までとする。 

③ 提出部数 

企画提案書については、順番にまとめて左肩をホッチキスで綴じ、正本１

部、副本（複写可）10部を提出すること。見積書については、「可茂衛生施設

利用組合の各種契約に関する郵便入札について」を準拠し、正本１部を内封筒

に入れ、表面に件名を「次期ごみ処理施設整備に係る総合支援業務 見積

書」、宛先を「可茂衛生施設利用組合 管理者あて」、参加者の「住所、商号

又は名称、代表者名」を明記し、封印（割印）のうえ提出すること。 

 

11 二次審査の実施 
参加者は、企画提案書の提案内容に関するプレゼンテーションを行い、審査委員

会は、そのプレゼンテーションに対してヒアリングを実施のうえ審査を行う。 

⑴ 審査日時及び場所 

令和８年７月下旬を予定 

※日時及び場所等の詳細は、令和８年５月27日（水）【参加資格確認結果及び

一次審査結果通知】に通知する。 
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⑵ 審査方法 

審査委員会は、表３の書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリングにおける

評価項目について審査を行う。 

なお、書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリングにおける評価項目の点数

化方法及び判断基準は、表３に示す評価項目ごとの「評価の視点」により評価を

行い、表４に示す「評価項目の点数化方法」により点数化する。 

評価項目ごとに各委員の点数を合計し、審査委員の人数で除した点数をその参

加者の点数とする。点数に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点第二位を四

捨五入し、小数点第一位までを点数とする。 

⑶ 留意事項 

① プレゼンテーションの順番は、参加表明書の受付順とする。 

② プレゼンテーションは、10分以内に準備を終え、説明者より25分程度の説明

を行い、その後、15分程度のヒアリングを実施する。片付けを含め、全体を55

分以内で終え、退出すること。 

③ プレゼンテーションにおける出席者は４名以内とし、担当する管理技術者は

必ず出席すること。ただし、やむを得ない事情により出席が困難となった場合

において、適当な能力を有する代理人を立てて本組合の承認を得られた場合

は、この限りではない。 

④ プレゼンテーションは、提出した企画提案書に沿って行うものとする。 

⑤ 参加者を判別できるような名称やロゴマークなどを使用しないこと。また、

発言などから参加者が特定されるような言動は行わないこと。 

⑥ プレゼンテーションにあたってパソコン、プロジェクター等の使用を認め

る。 

⑦ プロジェクター等を用いた説明を行う場合は、参加者において必要な機器を

用意すること。（スクリーンは本組合で用意する。） 

⑧ プレゼンテーションは、参加者の独自のノウハウに関する内容が多く含まれ

るため、非公開で実施する。 

 

表３ 二次審査の項目と配点 

評価項目 評価の視点 配点 

書
類
審
査 

業務実施

体制 

業務に当たる事業者の実施体制が適切なものとなってい

るか。次の視点で、「５段階評価」を行う。 

① 業務を確実に遂行できる人員体制が整っているか。 

② 適切な人員の配置により、無理なく業務を推進できる

体制になっているか。 

③ 成果品の品質管理や進捗管理体制は十分であるか。 

④ バックアップ体制やチェック体制は十分であるか。 

20点 
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基本計画

策定に対

する取組

み 

業務の目的や業務内容を適切に理解し、業務の実施方法

が具体的かつ実現性を持って示されているか。次の視点

で、「５段階評価」を行う。 

① 基本計画策定の目的を理解し達成できる提案となって

いるか。 

② 本組合特有の課題を理解し提案内容に盛込まれている

か。 

③ 業務の実施方針及び進め方は適切か。 

④ 実施スケジュールは適切か。 

30点 

造成基本

設計に対

する取組

み 

業務の目的や業務内容を適切に理解し、業務の実施方法

が具体的かつ実現性を持って示されているか。次の視点

で、「５段階評価」を行う。 

① 造成基本設計の目的を理解し達成できる提案となって

いるか。 

② 造成に伴う各課題について考慮した提案になっている

か。 

③ 業務の実施方針及び進め方は適切か。 

④ 実施スケジュールは適切か。 

20点 

プレゼンテー

ション・ヒア

リング 

業務に必要な専門性を有しているか、コミュニケーショ

ン能力及び業務への取組意欲は十分か。次の視点で、「５

段階評価」を行う。 

① 管理技術者の知識や経験を踏まえ、提案内容に説得力

があるか。 

② テーマに関する補足説明が明確で、業務の目的をよく

理解しており、業務に対する意欲が高いか。 

③ 提案内容の説明が十分であり、理解しやすいか。 

④ 質問に対する応答の明確性、迅速性が高いか。 

20点 

価

格

審

査 

見積価格 

適正な価格が提示されているか。 

※委託料の上限額との差額により点数化する。 

※下限額未満の見積価格は、下限額を見積価格と見做し

て価格点を算出する。 

10点 

合計 100点 
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表４ 評価項目の点数化方法 

評 価 指  標 点数化方法 

Ａ 当該評価項目において、特に優れている。 配点×1.0 

Ｂ 当該評価項目において、やや優れている。 配点×0.8 

Ｃ 当該評価項目において、一定の評価ができる。 配点×0.6 

Ｄ 当該評価項目において、やや物足りなさを感じる。 配点×0.4 

Ｅ 当該評価項目において、物足りない。不安がある。 配点×0.2 

 

12 優先交渉権者の決定 
⑴ 選定方法 

① 審査委員会は、「11 二次審査の実施」表３で定める評価項目について審査

を行う。 

② 最も評価点の高い参加者を優先交渉権者とし、次に評価点が高い参加者を次

点者とする。ただし、評価点が同じ参加者が複数あった場合は、見積金額の低

い参加者を上位とする。それでも差が無い場合は、審査委員会において協議の

うえ選定する。 

③ 最も高い評価点を獲得した場合であっても、評価点の平均点が45点（見積価

格の10点を除く配点の50％）に満たない場合は失格とする。 

⑵ 参加者が１者の場合の取扱い 

参加者が１者のみの場合であっても、同様に審査を行い、当該１者について、

審査委員会において優先交渉権者としての適否を審査する。審査に当たっては、

前項③の規定を考慮するものとする。 

⑶ 審査結果の通知及び公表 

審査結果は、速やかに参加者全員に通知するとともに、本組合ホームページに

参加者の評価点を公表する。なお、参加者の事業者名については、優先交渉権者

のみとし、その他の参加者は、事業者Ａ、Ｂと表記する。 

 

13 契約の締結 
⑴ 優先交渉権者として選定された者と契約締結の交渉を行う。 

⑵ 業務内容については、別紙「仕様書」を基本とし、本プロポーザルにおける提

案内容を反映したものとする。なお、交渉の結果、仕様書の内容を一部変更する

場合がある。 

⑶ 双方の合意によって成立した⑵の仕様書に基づく見積書を徴取し、随意契約の

方法により契約を締結するものとする。 

⑷ 契約交渉の結果、合意に至らなかった場合もしくは優先交渉権者が契約締結ま

での間に「14 失格事項」が判明した場合又は辞退した場合は、次点者を優先交

渉権者とする。 
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⑸ 契約締結後においても、「14 失格事項」又は不正と認められる行為が判明し

た場合は、契約の解除ができるものとする。 

 

14 失格事項 
本組合又は審査委員会が次のいずれかに該当したと判断した場合は失格とする。 

⑴ 提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

⑵ 本実施要領及び仕様書の条件を満たさない場合 

⑶ 提出書類に虚偽の内容が記入されている場合 

⑷ 提出書類の記入すべき事項の全部又は一部が記入されていない場合 

⑸ 審査の公平性を害する行為があった場合 

⑹ 審査委員に対する働きかけなどのコンプライアンス上の不適切な行為があった

場合 

⑺ 二次審査において、評価点の平均点が45点（見積価格の10点を除く配点の

50％）に満たない場合 

⑻ 見積価格が委託料の上限額を超えた場合 

⑼ 上記各号に該当するほか、本プロポーザル等の中で著しく信義に反した場合 

 

15 その他の留意事項 
⑴ 参加表明書等及び企画提案書等の作成及び提出並びにプレゼンテーションに係

る費用その他プロポーザルに要する経費は、参加者の負担とする。 

⑵ 参加表明書が提出されなかった場合、参加資格がある旨の通知を受けなかった

場合又は一次審査を通過しなかった場合は、企画提案書等を提出することができ

ない。 

⑶ 参加者が、提出期限までに企画提案書等を提出しない場合は、辞退したものと

みなす。 

⑷ 参加者は、本プロポーザルについて複数の参加表明書等及び企画提案書等を提

出することはできない。 

⑸ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は返却しない。 

⑹ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その

他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法

又は維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て参加者が負うも

のとする。 

⑺ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は、本プロポーザルに関する事項以

外で参加者に無断で使用しない。なお、審査に必要な範囲において複製をするこ

とがある。 

⑻ 提出期限以降における参加表明書等及び企画提案書等の内容の追加や変更は原

則として認めない。 

⑼ 提出された書類等は、可茂衛生施設利用組合情報公開条例（平成30年条例第２
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号）に基づく公文書として取扱うものとし、開示請求があった場合は、参加者が

事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認

められる情報を除き、公表の対象とする。 

⑽ 提出書類の提出後に辞退する場合は、担当係に連絡のうえ、参加辞退届（様式

第２号の２）を提出すること。なお、辞退を理由として、以降の委託事業者選定

において不利益な取扱いをすることはない。 

⑾ 今後の社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力等により事業が中止とな

った場合は、公告後であっても、本プロポーザルを中止する。この場合、参加者

に対し、本組合は一切の責任を負わない。 

⑿ 参加者は、参加表明書の提出をもって、本実施要領の記載内容に同意したもの

とみなす。 

⒀ 企画提案に関する著作権については、提案者に帰属するものとする。ただし、

優先交渉権者として特定された企画提案及び成果品の著作権については、契約の

締結をもって本組合に帰属するものとする。 

⒁ 本プロポーザルに参加することにより知り得た事項については、いかなる理由

があっても他に漏らしてはならない。 

⒂ 審査経過及び結果に対する異議申し立て等には一切応じない。 

 


